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貴会から、2022年 5月 27日 付け「令和 4年 4月 27日 付け文書についての

見解」を5月 27日 に郵送にて受領いたしました。これについて、以下のとおり申

し上げます。

1 「ボー リング調査に伴 う補償」について

2022年 5月 27日 付けの文書において、貴会は、 「ボー リング調査の実施に

祝島漁民の自由漁業、の損失補償が必要であることは貴職 も認めてお られます。」

と述べ られていますが、そのようなことを当社が認めた事実はあ りません。



当社においては、平成 12年の漁業補償契約 (以 下単に「漁業補償契約」といい

ます。)に基づき、地質調査を含む発電所の建設・、運転に起因する漁業損失および

漁業操業上の諸迷惑に対して、漁業権漁業と許可漁業・自由漁業を区別することな

く包括的に算定した漁業補償金を既に支払つており、したがつて、補償の問題は既

に解決していることを繰り返し述べてきているものです。

なお、このたびの海上ボーリング調査は、漁業補償契約第 1条第 2項各号に掲げ

る区域 (漁業権消滅区域、漁業権準消滅区域および工事作業区域 (以 下「漁業権消

滅区域等」といいます。))内で実施するもので、同契約に基づき、漁業権消滅区

域等では自由漁業を行 うことができなくなっていることについては、平成 19年 6

月 15日 の広島高等裁半f所判決および平成 22年 1月 18日 の山口地方裁判所岩国

支部決定において判示されているとおりです。 (詳細は添付をご確認下さい。)

2 「裁判所において相互に確認する機会」について

貴会は、「『双方の主張は平行線の状況である』とはとうてい言えず」と述べら

れ、裁判所における話し合いに応じる条件を示されていますが、当社は、貴会から

いただいたご質問などに対して、これまで繰 り返しご説明をしてきており、それで

もなお貴会と議論が噛み合わない現状は、まさに「平行線の状況」と言わざるを得

ません。

こうした状況の中、当社としましては、貴会のご主張に係る点も含め、第二者で

ある裁判所の調停委員会を交えた話し合いにより相互に確認する機会を設けて円満

な解決を図るため、今後、速やかに柳井簡易裁判所へ民事調停申立てを行 うことと

しましたので、貴会におかれましては、話し合いに応じていただきますようお願い

申し上げます。



漁業補償契約無効確認請求事件
2007年 (平成 19年)6月 1,5日 広島高等裁判所判決 (抜粋 )
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ついては、漁業法8条、11条が漁協において行使規則を定めるに当たつてlt関係

地区、地元地区といつた自然的社会的条件により漁場が属すると認められる地区の

利益を保護すべき定めをし′ていることからも窺うことができる。

コl 管理委員会は,地先,沖合を問わず,各組合員が行う許可漁業・自由漁

業についてもその調整について協議決定していたことは前記認定のとおりである。

よつて,漁業権消滅区域等を含む A′ B各海域において、被控訴人 らが諸迷惑受

認義務を負担 していないことの確認請求並びに許働l漁業・自由漁業を行わない義務

を負担 していないことの確認請求は、いずれ も理由がない。

{3)以上のとおりであり、被控訴人 らの受忍義務不存在確認請求はすべて理由

がない。

4 差止請求 lごついて

(1)本件共同漁業権ないし同漁業権行使規則1に 基づく漁業行使権を理由とする

妨害予防請求 (差止請求)について

本件共同漁業権の帰属主体は漁協であつて被控訴人 ら組合員各個人ではない。 し

たがって、本件共同漁業権に基づ く差止請求は理由がない。

オ 以上のような,許可漁業・自由漁業の法的性質や,他の漁協地先におけ

る許可漁業・自由漁業の慣行上の優劣関係,管理委員会に。おける許可漁業・ 自由漁

業を含めた漁業調整の実態などの事実からすると, 8漁協所属の組合員lt,他の各

漁協の地先において行う許可漁業・自由漁業については,そ の得喪変更に当たる場

合を含めて,管理委員会の協議決定に委ねる権限を自己の属する漁協に与えていた

と解するα)が 相当である.

そうすると,管理委員会が漁業補償契約を締結 lノ たことによって,被控訴人らは

AJ B各海域における許可漁業 `自 由漁業について拘束を受け,漁業権消滅区域等

を含むA,B各海域における許可漁業・自由漁業について諸迷惑受忍義務を負担す

るとともに,そのうちの漁業権消滅|ズ域等においては許可漁業・自由漁業自体を行

うことができなくなったというべきである。
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これは正本である。

ヽ

平成 19年 6月 15日

広島高等裁判所第 2部

裁判所書記宮 泉



使用妨害禁止仮処分申立事件
2010年 (平成 22年)1月 18日 山口地方裁判所岩国支部決定 (抜粋 )

囲をA区域内のァ部にlll定 しなければならないような特段め事情の的確な練

明はない。

(4)こ の点につき,債務者らは,本件埋立免許について,処分取消しを求める

行政訴訟が係属しており,同免許の効力が浮動的である旨指摘するが′行政

処分がいったん行われた以上,こ れを取り消す旨め判1決が確定しない限り,

同処分は有効なものと扱われるべきであるから,債務者らの主張は採用する

ことができない。

(5}ま た。債務者らは,・ 本件工事施行区域内における許可漁業権及び自由漁業

権を有していることを根拠に,妨害予防請求権は発生しない旨の主張をする

が,以下に述べる理由により,債務者らの主張は採用することができない。

ア すなわち,上記(2}ア ～ウに説示 したとおり,A区域は合併前の上関漁協

又は四代漁協の共同漁業権の設定海城にあり,かつ′合併前の視島漁協代

表者も加わった管理委員会を通じて漁業補償契約が有効に締結され′同契

約上,A区域については,漁業権を放棄するかコ永統的に漁業権を行使 し

ないこととするか,発電所 2号機の営業運転開始まで漁業権を行使 しない

こととすることが定められている。 したがつて,発電所 2号機が営業運転

を開始するまでは,A区域における共同漁業権行使は,同区域の下郵たり

といえども,これを行うことができないことになる。

イ ｀
そして,①許可漁業・自由漁業は,物権とみなされる 〔漁業法23条 )

漁業権漁業に比べれば,そ の権和j性 は相対的に諄弱なものであり,共同漁

業権設定海域において行われる許可漁業 0自 由漁業は,共同漁業権に基づ

く操業を妨げない限度において営むことができるに過ぎないむのと解され

ること,②漁業補償契約が締結されたころ, 8漁協関係者の間では,許可

漁業・ 自由漁業は,各漁協の地元地区海岸線沖合の近距離海域すなわち地

先においては,地元漁業者の承認する限度でこれを行 うことができるに過

ぎない (地先優先の原則)と の認識が共有されていたと一応謬められるこ



と (甲 21),O漁 業補償契約締結以前か ら,管理委員会は,関係する海域

における許可漁業・ 自由漁業のあり方についてもこれを調整する役割を担

つてお り, 8漁協の各組合員も管理委員会による調整に服 してきたと一応

認められること (甲 21)な どを総合するとJイ8漁協所属組合員は,他の

漁協の地先における許可漁業・ 自由漁業については,管理委員会の協議決

定に委ねる権限を自己の所属する漁協にあらかじめ付与 していたととも

に,これを受けて管理委員会が上蘭漁協及び四代漁協 とともに締結 した漁

業補償契約は,共同漁業権の対象海城において当核漁業権漁業の実施方法

(放棄するか否か,永続的又は一時的に行使することを差 し控えるか否か)

について定めた場合には,当 該海域における許可漁業・ 自由漁業のありか

たについてもこれに運動 し,いわば,運命を同じくすることを前提にして

いたものと解するのが相当である。

ウ そ うであるとすれば,本件工事施上区域においてit,漁業補償契約に基

づいて共同漁業権行使ができなくなっていることに運動 して"計可漁業・

自由漁業を行うこともできなくなつたと解するほか |ま ないから,この点に

・
関する債務者 らの主張は採用できない。

2 争点12)(保全の必要性)について

(1)上記 1(2)の オ～クに説示した事情に加えて,本件埋立免許に当た り,本件

施行区域内において埋立 ri二事に着手 した 日か ら3年以内に同工事を竣功 しな

}ナればならない旨の指定がされている事実が疎明されること 〔甲4)も 併せ

考えると,債権者において,A区域内における工事の妨害を予防すべ く,仮

処分を得てお く必要性は高いとい うべきである。

{2)も つとも,本件の被保全権利 (公有水面埋立権に基づ く妨害予防請求権 )

は,当 該公有水面埋立工事の竣功を妨害する諸活動を排除する必要か ら認め

られるものであることに照らせば,A区域内における債権者の埋立ェ事が竣

功に至るまでの間妨害を禁止することをもつて仮処分の 目的は達せられると



これは正本である。

平成 22年 1月 18日


